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【
以
善
会
レ
ポ
ー
ト
】
第
六
弾 

晨
園
に
よ
る
国
史
編
纂
の
提
案 

＝
松
崎
慊
堂
へ
の
手
紙
・
そ
の
２
＝ 

中
山
正
清 

は
じ
め
に 

 

『
以
善
会
レ
ポ
ー
ト
』
第
三
弾
「
心
学
の
興
隆
目
指
し
た
晨
園
」
で
は
、
文
政
五
年

年
（
一
八
二
二
）
に
山
﨑
晨
園
が
松
崎
慊
堂
に
宛
て
た
手
紙
で
、
晨
園
は
隠
居
後
に
心

学
の
興
隆
に
尽
力
し
た
い
と
記
し
た
こ
と
を
紹
介
し
ま
し
た
。
晨
園
は
こ
の
手
紙
で
、

晨
園
が
資
金
援
助
し
て
慊
堂
を
総
裁
に
国
史
を
編
纂
し
た
い
と
い
う
提
案
も
し
て
い
ま

す
。 

 

慊
堂
に
よ
る
国
史
編
纂
と
い
う
晨
園
の
希
望
は
叶
え
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
晨
園

が
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
考
え
を
抱
く
よ
う
に
な
っ
た
の
か
、
そ
の
背
景
に
つ
い
て
本
稿
で

は
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 

一
、
慊
堂
へ
の
手
紙 

 

ま
ず
、
袴
田
鷹
邨
著
『
松
ヶ
丘
山
崎
家
略
譜
稿
本
』
に
載
っ
て
い
る
「
晨
園
か
ら
慊

堂
へ
の
手
紙
」
の
う
ち
、
国
史
編
纂
を
期
待
す
る
個
所
の
全
文
を
以
下
に
示
し
ま
す
（
句

読
点
、
改
行
、
返
り
点
、
振
り
仮
名
は
筆
者
に
よ
る
。
特
に
難
解
と
思
わ
れ
る
語
句
に

は
注
を
付
し
て
お
き
ま
し
た
）
。 

 

又
壹ひ

と

ツ
の
思
立
ニ
者は

、
塙
検
校
な
る
者
群
書
類
従
六
百
巻
を
初
め
、
其
外
夥
多

か

た

⑴

之

綴
輯

て
つ
し
ゅ
う

⑵

、
盲
人
ニ
而

如
ご
と
き

レ

斯
か
く
の

之
盛
挙
、
豊
聡
の
英
才
ニ
者は

有
へ
け
れ
共
、
自
力
に
而

成
へ
き

理
こ
と
わ
り

な
し
。
承
り
及
候
ヘ
者ば

、
抛

な
げ
う
ち

二

私
財
一

書
生
を

招
ま
ね
き

集
め
基
を

起
お
こ
し

、
追
々

 

⑴ 

夥
多
：
あ
ま
た
、
た
く
さ
ん
の 

⑵ 

綴
輯
：
綴
り
集
め
る 
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自
身
之
記
憶
も

広
ひ
ろ
ま

り
、
遂
に
大
業
成
就
い
た
し
候
事
之
由
、
眼
前
之
事
ニ
御
坐
候
。

僕
痴
愚
と
い
へ
共
、

苟
い
や
し
く

も
目
あ
れ
者ば

一
策
有
間
敷
に
も
あ
ら
す
。
勿
論

も

ち

ろ

ん

塙
氏
捨す

て

レ

資
生
徒
を
集
メ
候
義
、
僕
之
微
力

び

り

ょ

く

之
及
所
に
者
無
レ

之
候
得
共
、
分
に
応
し
私
財
を

擲
な
げ
う

候
義
於
為
レ

道
者
毛
之

輶

か
ろ
（
軽
）
き
が

如
く
存
罷
在
候
間
、
撰

著
之
義
如
何
と
士
黙

し

も

く

江

相
談
い
た
し
候
。
士
黙
云
、
本
朝
国
史
之
事
六
国
史
之
外
、
林
公
御
先
代
御
撰え

ら

み

本
朝
通
鑑
并
国
史
実
録
等
之
類
曽か

つ

而て

承
り
及
居
候
得
共
、
御
家
秘
に
係
り
候
や
世

に
公
行

致
い
た
し

居

候

お
り
そ
う
ろ
う

様
子
も
無
レ

之
、
会
津
辺
之
隠
士
某
私
撰
い
た
し
候
本
朝
通
記
印

本
世
に
行
れ
候
得
共
、
荒
陋

こ

う

ろ

う

徴
と
す
る
に
足
ス
。
西
山

せ

い

ざ

ん

公
御
撰
大
日
本
史
之
儀
者

追
々
御
板
刻
に
も
相
成
候
由
承
り
候
へ
共
、
簡
帙ち

つ

重
大
ニ
し
て
寒
郷
僻
地
之
容
易

ニ
挟
を
不
レ

得
所
に
御
坐
候
。
さ
れ
ハ
当
時
皇
国
之
古
今
を
一
覧
致
候
編
史
全
備

ぜ

ん

び

成
も
の
無
レ

之
ニ
付
、
平
日
歎
息

た

ん

そ

く

致
居
候
。
何
卒

な

に

と

ぞ

国
史
編
年
彼
温
史
之
様
成
も
の
を

戮
力

り
く
り
ょ
く

⑶

撰
述
い
た
し
度た

く

如
何
可
レ

有
レ

之
哉
。
余
日
其
儀
者
兼
而

か

ね

て

同
意
に
て
有
レ

之

 

⑶ 

戮
力
：
力
を
合
わ
せ
て 
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候
得
共
、
蹇
駑

け

ん

ど

⑷

之
重
任
蟷
螂

と

う

ろ

う

⑸

之
怒
臂

ど

ひ

⑹

不
二

自
み
ず
か
ら

量
一

之

甚

敷

は
な
は
だ
し
き

、
平
生
人
之
感
愛

を
興
し
候
詩
之
一
首
を
た
に
未
た
手
に
入
さ
す
程
之
事
ニ
候
得
共
、

況
い
わ
ん
や

編
年
史

之
事
拙
之
及
所
ニ
無
レ

之
。
乍さ

り

去
な
が
ら

兼
而

か

ね

て

本
朝
編
史
公
行
之
善
本
不
二

見
当

み

あ

た

ら

一

ニ
付
編

史
致
度

い
た
し
た
き

も
の
ニ
候
得
共
、
国
史
之
義
ハ
庶
人
之
分
際
ニ
而
者
編
撰
い
た
し
候
事
不ざ

る

二

相
成
一

律
令
ニ
而
も
有
レ

之
哉
。
勿
論

も

ち

ろ

ん

先
輩
会
津
隠
士
又
竹
山
翁
之
逸
文
等
之
例

も
有
レ

之
候
得
共
差
支

さ
し
つ
か
え

ハ
無
レ

之
哉
、
都
而

す

べ

て

不
案
内
之
事
ニ
御
坐
候
。
愈
々

い

よ

い

よ

差
支
も

無
レ

之
編
述
を
思
ひ
立
候
ニ
付
而

つ

き

て

ハ
我
慊
堂
先
生
を
総
裁
に
相
願
、
其
上
先
生
之

思
召

お
ぼ
し
め
し

ニ
而

書

生

一

両

輩

相

招
ま
ね
き

修

史

之

場

所

者

御

府

内
ニ

而

閑

静

な

る

地
を

卜ぼ

く

し 

戮
力
専
一
ニ
丹
精
い
た
し
五
六
年
も
相
掛
り
候
ハ
ゝ
略ほ

ぼ

成
就
も
可
レ

致
哉
、
是
又

壹
ツ
之
思
ひ
付つ

き

ニ
御
坐
候
。 

 

二
、
塙
保
己
一
の
『
群
書
類
従
』 

 

引
用
個
所
の
冒
頭
で
山
﨑
晨
園
は
、
盲
人
の
塙
検
校
（
保
己
一
）
が
私
財
を
な
げ
う

っ
て
書
生
を
集
め
、『
群
書
類
従
』
六
百
巻
を
は
じ
め
数
々
の
編
纂
事
業
を
行
っ
た
こ
と

を
述
べ
て
い
ま
す
。 

 

晨
園
が
国
史
の
編
纂
を
思
い
立
っ
た
き
っ
か
け
は
、
保
己
一
に
よ
る
『
群
書
類
従
』

 

⑷ 

蹇
駑
：
足
の
萎
え
た
馬 

⑸ 

蟷
螂
：
か
ま
き
り 

⑹ 

怒
臂
：
肘
を
い
か
ら
せ
る 
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編
纂
に
あ
っ
た
と
み
て
い
い
で
し
ょ
う
。
『
新
版
角
川
日
本
史
辞
典
』
（
角
川
書
店
、
一

九
九
六
年
）
に
よ
る
と
、『
群
書
類
従
』
は
全
五
百
三
十
巻
で
、
散
逸
の
恐
れ
の
あ
る
国

書
の
木
版
化
が
狙
い
。
保
己
一
が
諸
本
の
収
集
を
始
め
た
の
は
安
永
（
一
七
七
二
～
八

一
）
末
年
頃
か
ら
と
み
ら
れ
、
出
版
事
業
は
幕
府
が
後
援
し
、
鴻
池
な
ど
民
間
か
ら
の

援
助
も
あ
り
ま
し
た
。 

 

太
田
善
麿
著
『
塙
保
己
一
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
六
年
）
に
よ
る
と
、
保
己
一
は

目
が
見
え
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
水
戸
藩
が
編
集
を
進
め
て
い
た
『
大
日
本
史
』
の
校

正
に
も
関
わ
る
ほ
ど
の
学
識
が
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
、
幕
府
は
盲
人
に
高
利
貸
し
の
特

権
を
認
め
て
い
ま
し
た
（
『
盲
目
の
国
学
者 

塙
保
己
一
の
生
涯
』
〈
埼
玉
県
本
庄
市
教

育
委
員
会
、
二
〇
一
五
年
〉
）
か
ら
、
経
済
的
に
も
余
裕
が
あ
り
、
「
書
生
」
を
雇
っ
て

事
業
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
す
。 

 

な
お
、
保
己
一
の
も
と
で
『
群
書
類
従
』
編
纂
に
従
事
し
た
メ
ン
バ
ー
に
は
、
五
万

巻
と
い
わ
れ
る
蔵
書
を
誇
っ
た
国
学
者
の
屋
代
弘
賢
も
い
ま
し
た
。 

 

晨
園
は
手
紙
で
、「
僕
は
愚
か
で
は
あ
り
ま
す
が
、
い
や
し
く
も
目
が
見
え
る
の
で
」
、

「
塙
氏
の
よ
う
に
財
産
を
な
げ
う
っ
て
書
生
を
集
め
る
ほ
ど
の
こ
と
は
僕
の
わ
ず
か
な

力
で
は
で
き
な
く
と
も
、
分
相
応
に
私
財
を
投
じ
る
こ
と
は
、
道
の
た
め
に
は
毛
の
よ

う
に
軽
い
（
簡
単
な
）
こ
と
で
す
」
と
、
謙
遜
を
交
え
な
が
ら
も
保
己
一
の
よ
う
な
事

業
を
行
う
覚
悟
を
述
べ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
史
書
の
編
纂
に
つ
い
て
、
松
崎
慊
堂
の

弟
子
で
あ
る
海
野
士
黙
（
予
介
）
に
相
談
し
て
い
ま
す
。 

 

三
、
流
布
し
て
い
た
史
書 

 

士
黙
は
晨
園
に
対
し
、
日
本
の
国
史
は
古
代
に
編
纂
さ
れ
た
六
国
史
（
『
日
本
書
紀
』

『
続
日
本
紀
』
『
日
本
後
紀
』
『
続
日
本
後
紀
』
『
日
本
文
徳
天
皇
実
録
』
『
日
本
三
代
実

録
』
）
の
ほ
か
、
林
大
学
頭
家
が
編
纂
し
た
『
本
朝
通
鑑
』
『
国
史
実
録
』
な
ど
が
あ
る

と
聞
い
て
い
る
が
、
幕
府
が
一
般
へ
の
公
開
を
許
さ
な
い
た
め
か
、
出
版
は
さ
れ
て
い

な
い
よ
う
だ
、
と
知
ら
せ
て
い
ま
す
。 

 

『
本
朝
通
鑑
』
は
、
焼
失
し
た
林
羅
山
の
『
本
朝
編
年
録
』
を
羅
山
の
子
の
鵞
峯
が

復
元
し
て
続
編
を
編
集
し
た
も
の
で
、
神
代
か
ら
慶
長
十
六
年
（
一
六
一
一
）
ま
で
の

編
年
史
で
す
（
『
新
版
角
川
日
本
史
辞
典
』
）
。『
続
神
道
体
系
』
論
説
編
の
『
国
史
実
録
』

㈠
（
神
道
体
系
編
纂
会
、
一
九
九
八
年
）
の
解
題
は
、
「
『
本
朝
通
鑑
』
は
幕
府
の
秘
書
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で
世
に
流
伝
し
な
か
っ
た
」
と
記
し
て
い
ま
す
。 

ま
た
、
『
国
史
実
録
』
は
、
『
国
史
実
録
』
㈠
解
題
に
よ
る
と
、
林
鵞
峯
・
鳳
岡
父
子

が
延
宝
七
年
（
一
六
七
九
）
か
ら
元
禄
十
六
年
（
一
七
〇
三
）
に
か
け
て
編
纂
し
た
も

の
で
、『
本
朝
通
鑑
』
と
同
じ
く
神
代
か
ら
後
陽
成
天
皇
の
慶
長
十
六
年
ま
で
の
編
年
史

で
す
が
、『
本
朝
通
鑑
』
を
や
や
簡
略
に
し
た
も
の
で
し
た
。
こ
ち
ら
は
頼
山
陽
ら
が
参

照
し
た
と
も
い
わ
れ
、
公
開
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
ほ

ど
広
ま
っ
て
は
い
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。 

 

一
方
、
「
会
津
辺
り
の
者
が
書
い
た
」
と
い
う
『
本
朝
通
記
』
（
一
般
に
は
『
本
朝
通

紀
』
と
記
す
）
と
い
う
本
は
出
版
さ
れ
て
い
て
民
間
の
者
も
読
む
こ
と
が
で
き
た
の
で

す
が
、
内
容
が
杜
撰
で
取
る
に
足
ら
な
い
と
、
士
黙
は
厳
し
い
評
価
を
下
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
西
山
公
（
徳
川
光
圀
）
が
編
纂
を
始
め
た
『
大
日
本
史
』
は
そ
の
う
ち
出
版
さ

れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
膨
大
な
量
な
の
で
田
舎
で
手
に
入
れ
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
だ

ろ
う
、
と
晨
園
に
告
げ
て
い
ま
す
。 

 

井
上
泰
至
著
『
近
世
刊
行
軍
書
論
』
（
笠
間
書
院
、
二
〇
一
四
年
）
に
よ
る
と
、
『
本

朝
通
紀
』
は
会
津
藩
の
軍
学
者
長
井
定
宗
の
編
で
、
元
禄
十
一
年
（
一
六
九
八
）
に
刊

行
さ
れ
ま
し
た
。
江
戸
時
代
を
通
じ
て
最
も
読
ま
れ
た
日
本
の
通
史
だ
っ
た
と
い
い
ま

す
。 

 

『
近
世
刊
行
軍
書
論
』
は
『
本
朝
通
紀
』
が
広
く
読
ま
れ
た
理
由
と
し
て
、
江
戸
時

代
中
期
の
和
学
者
篠
崎
東
海
著
『
和
学
弁
』（
宝
暦
八
年
〈
一
七
五
八
〉
刊
）
の
記
述
「
本

朝
通
鑑
は
官
府
に
あ
り
、（
大
）
日
本
史
は
彰
考
館
に
あ
れ
ば
、
世
の
人
の
や
す
く
う
か
ゞ

ふ
こ
と
は
な
ら
ざ
ら
ま
し
」
を
引
用
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
中
井
履
軒
の
『
通
語
』（
天

保
十
四
年
〈
一
八
四
三
〉
刊
）
の
中
の
清
水
中
州
「
刻
通
語
序
」
か
ら
「
源
義
公
（
徳

川
光
圀
）
は
日
本
史
を
撰
し
、
林
祭
酒
（
林
鵞
峯
）
は
本
朝
通
鑑
を
撰
す
。
然
れ
ど
も

其
れ
ら
の
書
は
、
秘
し
て
伝
わ
ら
ず
。
朝
士
・
太
夫
と
い
へ
ど
も
、
蓋
し
寓
目
を
得
る

こ
と
な
し
、
と
云
ふ
。
況
ん
や
草
茅
の
民
に
お
い
て
を
や
。
今
伝
は
る
所
は
、
僅
か
に

栗
山
氏
に
保
建
大
記
、
長
井
氏
に
本
朝
通
記
（
紀
）
有
る
の
み
」
と
い
う
記
述
も
紹
介

し
て
い
ま
す
。 

晨
園
の
手
紙
よ
り
六
十

年
ほ
ど
前
の
篠
崎
東
海

も
、
約
二
十
年
後
の
清
水
中
州
も
、

士
黙
と
同
じ
く
『
本
朝
通
鑑
』
や
『
大
日
本
史
』
は
民
間
の
者
が
簡
単
に
見
る
こ
と
が

で
き
な
い
と
し
て
い
る
の
で
す
。 



6 

 

な
お
、
清
水
中
州
が
『
本
朝
通
紀
』
と
並
べ
て
挙
げ
て
い
る
栗
山
潜
鋒
の
『
保
建
大

記
』
は
、
保
元
の
乱
（
一
八
五
六
年
）
か
ら
源
頼
朝
の
征
夷
大
将
軍
就
任
（
一
一
九
二

年
）
ま
で
を
記
述
し
て
い
て
、「
皇
国
之
古
今
を
一
覧
致
候
編
史
」
と
い
う
晨
園
の
希
望

す
る
も
の
と
は
異
な
り
ま
す
。 

ま
た
、
『
近
世
刊
行
軍
書
論
』
は
、
『
改
訂
内
閣
文
庫
国
書
分
類
目
録
』
の
通
史
の
項

か
ら
、
江
戸
時
代
に
刊
行
さ
れ
た
国
史
全
般
に
わ
た
る
も
の
を
挙
げ
て
い
ま
す
。
そ
れ

に
よ
る
と
、
『
通
紀
』
以
外
に
は
『
史
徴
』
（
寛
政
十
二
年
〈
一
八
〇
〇
〉
刊
）
、
『
皇
朝

史
略
』
（
文
政
九
年
〈
一
八
二
六
〉
刊
）
、
『
続
皇
朝
史
略
』
（
天
保
二
年
〈
一
八
三
一
〉

刊
）
、
『
日
本
外
史
』
（
天
保
七
、
八
年
頃
）
が
あ
り
ま
す
が
、
「
い
ず
れ
も
十
九
世
紀
に

入
っ
て
か
ら
の
も
の
で
、
十
八
世
紀
を
も
含
め
て
、
江
戸
時
代
最
も
読
ま
れ
た
国
史
の

通
史
は
、
本
書
（
※
『
本
朝
通
紀
』
の
こ
と
）
と
見
て
間
違
い
な
か
ろ
う
」
と
し
て
い

ま
す
。 

晨
園
が
慊
堂
に
手
紙
を
書
い
た
時
点
（
文
政
五
年
）
で
、『
本
朝
通
紀
』
の
ほ
か
に
『
史

徴
』
を
晨
園
や
士
黙
も
見
る
こ
と
は
で
き
た
は
ず
で
す
が
、
あ
ま
り
流
布
し
な
か
っ
た

の
で
し
ょ
う
か
、
士
黙
も
『
史
徴
』
の
存
在
を
知
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。 

『
史
徴
』
は
、
丹
波
篠
山
藩
主
松
平
信
庸
が
京
都
所
司
代
在
任
中
（
元
禄
十
年
〈
一

六
九
七
〉
～
正
徳
四
年
〈
一
七
一
四
〉
）
、
編
年
史
の
な
い
こ
と
を
遺
憾
に
思
っ
て
、
儒

臣
松
崎
祐
之
に
命
じ
て
編
纂
を
始
め
た
の
で
す
が
、
信
庸
・
祐
之
と
も
に
死
去
。
信
庸

の
子
信
岑
が
志
を
継
い
で
儒
臣
奥
平
広
業
に
校
定
を
命
じ
た
も
の
の
信
岑
ら
も
死
去
し
、

曽
孫
の
信
彰
が
中
島
漁
ら
の
儒
臣
に
校
閲
さ
せ
て
、
寛
政
十
二
年
春
に
京
の
皇
都
書
林

か
ら
刊
行
さ
れ
ま
し
た
（
西
尾
市
岩
瀬
文
庫
『
古
典
籍
書
誌
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
』
に
よ
る
）
。 

晨
園
は
手
紙
の
後
半
で
、「
本
朝
編
史
」（
日
本
の
編
年
史
）
の
例
と
し
て
、『
本
朝
通

紀
』
と
と
も
に
「
竹
山
翁
之
逸
文
」
を
挙
げ
て
い
ま
す
の
で
、
こ
れ
に
つ
い
て
も
み
て

み
ま
し
ょ
う
。 

竹
山
翁
と
は
、
大
坂
の
懐
徳
堂
の
学
主
を
勤
め
た
儒
者
の
中
井
竹
山
で
す
（
『
新
版
角

川
日
本
史
辞
典
』
）
。
逸
文
は
、
竹
山
の
著
で
徳
川
家
康
を
中
心
と
し
た
歴
史
書
の
『
逸

史
』
を
指
す
と
考
え
ら
れ
ま
す
。『
逸
史
』
に
は
、
寛
政
十
一
年
（
一
七
九
九
）
の
自
序

が
あ
り
ま
す
（
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
『
逸
史
』
首
巻
）
。
た
だ
、

こ
れ
も
晨
園
が
望
む
通
史
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

で
は
、
民
間
で
も
入
手

し
や
す
か
っ
た
唯
一
と

い
え
る
日
本
の
通
史
『
本
朝
通
紀
』
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に
は
ど
の
よ
う
な
問
題
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。『
近
世
刊
行
軍
書
論
』
は
、
ま
ず
篠

崎
東
海
『
和
学
弁
』
が
「
（
編
者
の
長
井
定
宗
は
）
文
章
の
理
を
知
ら
ず
、
語
言
の
道
を

弁
え
ぬ
」
な
ど
と
評
し
て
い
る
こ
と
を
挙
げ
る
と
と
も
に
、
初
板
に
誤
字
二
百
四
十
二

個
所
、
脱
字
七
十
五
個
所
、
数
字
の
誤
り
七
十
五
個
所
、
事
実
誤
認
五
十
四
個
所
、
訓

点
や
語
順
・
語
法
の
誤
り
二
十
一
個
所
が
あ
り
、
二
板
で
も
三
百
十
七
個
所
の
誤
り
が

残
さ
れ
た
ま
ま
だ
っ
た
と
し
て
い
ま
す
。 

他
に
も
、
鎌
倉
幕
府
滅
亡
の
記
事
が
欠
落
し
て
い
る
な
ど
の
欠
陥
が
あ
る
と
、『
近
世

刊
行
軍
書
論
』
は
指
摘
し
て
い
ま
す
。
海
野
士
黙
の
「
荒
陋
徴
と
す
る
に
足
ス
」
と
い

う
評
価
は
、
正
し
か
っ
た
よ
う
で
す
。 

 

四
、
歴
史
へ
の
関
心
の
高
ま
り 

 

山
﨑
晨
園
が
国
史
の
編
纂
を
思
い
付
い
た
理
由
は
、
松
崎
慊
堂
へ
の
手
紙
に
①
盲
目

の
塙
保
己
一
に
よ
る
『
群
書
類
従
』
編
纂
に
刺
激
さ
れ
た
②
民
間
で
も
手
に
入
り
や
す

く
、
信
頼
で
き
る
通
史
が
な
い―

と
い
う
こ
と
が
書
か
れ
て
い
て
、
そ
の
具
体
的
な
事

実
に
つ
い
て
み
て
き
ま
し
た
が
、
さ
ら
に
そ
の
背
景
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
と
思
い

ま
す
。 

 

手
紙
で
は
「
何
卒
国
史
編
年
彼
温
史
之
様
成
も
の
を
戮
力
撰
述
い
た
し
度
如
何
可
レ

有
レ

之
哉
」（
編
年
体
の
国
史
で
温
史
の
よ
う
な
も
の
を
力
を
合
わ
せ
て
編
纂
し
た
い
の

で
す
が
い
か
が
で
し
ょ
う
か
）
と
慊
堂
に
提
案
し
て
い
ま
す
。 

 

温
史
と
は
、
中
国
・
宋
の
司
馬
温
公
（
司
馬
光
）
が
編
纂
し
た
歴
史
書
『
資
治
通
鑑
』

の
こ
と
。『
資
治
通
鑑
』
は
周
か
ら
北
宋
が
始
ま
る
前
ま
で
を
編
年
体
で
記
述
し
た
も
の

で
、
一
〇
八
四
年
の
完
成
で
す
（
『
広
辞
苑
』
第
五
版
）
。
朱
熹
が
『
資
治
通
鑑
綱
目
』

を
著
す
な
ど
、
儒
者
に
と
っ
て
も
身
近
な
歴
史
書
で
し
た
。 

 

儒
者
で
あ
る
慊
堂
に
師
事
し
た
晨
園
も
同
書
を
学
ん
だ
こ
と
が
あ
っ
た
で
し
ょ
う
。

し
か
し
、
中
国
の
歴
史
は
学
ん
で
も
、
日
本
の
歴
史
に
つ
い
て
は
、
前
述
の
よ
う
に
適

当
な
テ
キ
ス
ト
が
な
い
た
め
、
十
分
に
学
ぶ
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
晨
園
だ
け
で
な
く
、

多
く
の
読
書
人
が
同
様
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。 

 

一
方
、
十
八
世
紀
後
半
か
ら
十
九
世
紀
前
半
と
い
う
の
は
、
幕
府
に
よ
る
歴
史
書
な

ど
の
編
纂
が
い
く
つ
も
企
て
ら
れ
、
国
学
者
に
よ
る
研
究
も
進
展
し
て
い
た
時
期
で
も

あ
り
ま
す
。 
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前
述
し
た
塙
保
己
一
の

業
績
の
ほ
か
に
も
、
国

学
で
は
本
居
宣
長
の
『

古
事
記
伝
』

が
寛
政
十
年
（
一
七
九
八
）
完
成
し
文
政
五
年
（
一
八
二
二
）
に
刊
行
を
終
え
て
い
ま

す
。 

 

幕
府
の
編
纂
事
業
に
つ
い
て
み
る
と
、
大
名
・
旗
本
の
系
譜
集
『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』

は
、
寛
政
十
一
年
（
一
七
九
九
）
に
編
纂
を
開
始
し
、
文
化
九
年
（
一
八
一
二
）
に
完

成
。
幕
府
編
纂
の
歴
史
書
『
徳
川
実
紀
』
は
文
化
六
年
起
稿
、
天
保
十
四
年
（
一
八
四

三
）
に
完
成
し
て
い
ま
す
。
官
撰
の
地
誌
『
新
編
武
蔵
風
土
記
稿
』
も
享
和
三
年
（
一

八
〇
三
）
に
編
纂
が
始
ま
り
、
文
政
十
一
年
（
一
八
二
八
）
に
完
成
し
て
い
ま
す
。 

こ
れ
ら
幕
府
の
編
纂
事
業
に
は
、
い
ず
れ
も
林
述
斎
が
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い

ま
す
（
『
新
版
角
川
日
本
史
辞
典
』
）
。
述
斎
は
、
晨
園
が
師
事
し
た
松
崎
慊
堂
の
師
で
す

か
ら
、
こ
れ
ら
の
編
纂
事
業
に
つ
い
て
慊
堂
か
ら
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
の
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。 

晨
園
の
身
近
な
と
こ
ろ
で
も
、
地
誌
編
纂
事
業
が
始
ま
っ
て
い
ま
す
。
掛
川
藩
に
よ

る
『
掛
川
誌
稿
』
の
編
纂
が
始
ま
っ
た
の
は
文
化
二
、
三
年
（
一
八
〇
六
、
〇
七
）
年

頃
と
さ
れ
て
い
ま
す
（
『
掛
川
市
史
』
中
巻
〈
掛
川
市
、
一
九
八
四
年
〉
）
。 

晨
園
が
『
掛
川
誌
稿
』
編
纂
に
何
ら
か
の
形
で
関
わ
っ
た
と
い
う
史
料
は
見
当
た
り

ま
せ
ん
が
、
藩
士
の
斎
田
茂
先
ら
が
地
元
の
古
文
書
や
伝
承
を
調
査
し
て
い
る
こ
と
は
、

晨
園
の
耳
に
も
入
っ
て
い
た
は
ず
で
す
。
そ
し
て
、
地
元
で
起
き
た
出
来
事
が
日
本
の

歴
史
上
で
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
か
が
気
に
な
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。 

晨
園
が
慊
堂
に
国
史
の
編
纂
を
提
案
し
た
の
は
、
以
上
の
よ
う
な
背
景
が
あ
っ
た
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

 

五
、
『
日
本
外
史
』 

幕
末
維
新
期
に
広
く
読
ま
れ
た
歴
史
書
に
、
源
平
か
ら
徳
川
氏
に
至
る
武
家
の
興
亡

史
を
描
い
た
頼
山
陽
の
『
日
本
外
史
』
が
あ
り
ま
す
（
『
新
版
角
川
日
本
史
辞
典
』
）
。 

 

同
書
が
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
な
っ
た
の
は
、「
一
般
読
者
の
た
め
の
平
明
な
文
体
」
で
書

か
れ
、
文
学
と
し
て
み
た
場
合
に
も
「
説
得
力
あ
る
語
調
と
、
物
語
的
奇
想
の
続
発
と

に
よ
っ
て
、
単
な
る
通
俗
史
書
に
は
終
っ
て
い
な
い
と
思
う
」（
中
村
真
一
郎
著
『
頼
山

陽
と
そ
の
時
代
』
下
〈
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
二
〇
一
七
年
〉
）
と
評
さ
れ
る
よ
う
な
魅
力

的
な
内
容
と
表
現
だ
っ
た
こ
と
が
要
因
と
さ
れ
て
い
ま
す
。 
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前
述
し
た
よ
う
に
、
晨
園
な
ど
民
間
の
読
書
人
ら
も
国
史
へ
の
関
心
を
高
め
て
い
た

に
も
か
か
わ
ら
ず
、『
日
本
外
史
』
以
前
に
は
適
当
な
国
史
の
テ
キ
ス
ト
は
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
。
こ
の
よ
う
な
読
書
人
の
渇
望
を
癒
や
す
か
の
よ
う
に
登
場
し
た
の
が
、『
日
本

外
史
』
だ
っ
た
の
で
す
。 

 

『
日
本
外
史
』
は
文
政
十
年
（
一
八
二
七
）
に
成
稿
し
て
松
平
定
信
に
献
上
さ
れ
て

い
ま
す
が
、
天
保
七
、
八
年
（
一
八
三
六
、
三
七
）
で
す
。
晨
園
は
文
政
十
二
年
（
一

八
二
九
）
に
亡
く
な
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
同
書
を
読
む
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。 

 

お
わ
り
に 

晨
園
は
慊
堂
へ
の
手
紙
に
「
我
慊
堂
先
生
を
総
裁
に
相
願
、
其
上
先
生
之
思
召
ニ
而

書
生
一
両
輩
相
招
修
史
之
場
所
者
御
府
内
ニ
而
閑
静
な
る
地
を
卜
し
戮
力
専
一
ニ
丹
精

い
た
し
五
六
年
も
相
掛
り
候
ハ
ゝ
略
成
就
も
可
レ

致
哉
」（
修
史
事
業
の
総
裁
に
慊
堂
を

い
た
だ
き
、
書
生
一
、
二
人
を
添
え
て
江
戸
の
閑
静
な
土
地
で
、
力
を
合
わ
せ
て
専
念

す
れ
ば
、
五
、
六
年
も
掛
け
れ
ば
事
業
は
ほ
ぼ
完
成
す
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
）

と
記
し
て
い
ま
す
。 

慊
堂
を
含
め
て
二
、
三
人
の
人
員
で
五
、
六
年
か
け
れ
ば
完
成
す
る
と
い
う
晨
園
の

見
通
し
は
、
慊
堂
か
ら
み
れ
ば
あ
ま
り
に
安
易
に
考
え
て
い
る
と
映
っ
た
で
し
ょ
う
。

ま
た
、
林
述
斎
の
弟
子
と
い
う
立
場
か
ら
、
述
斎
が
関
与
し
て
い
る
事
業
に
つ
い
て
の

情
報
が
あ
り
、『
日
本
外
史
』
が
書
か
れ
て
い
た
こ
と
も
知
っ
て
い
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

そ
ん
な
中
で
安
易
に
歴
史
書
を
編
纂
し
て
も
、
あ
ま
り
意
味
の
あ
る
も
の
と
は
な
ら
な

い
と
、
慊
堂
は
判
断
し
た
の
で
は
な
い
し
ょ
う
か
。 

 

と
は
い
え
、
国
史
の
編
纂
と
い
う
提
案
の
方
向
性
が
間
違
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
、

前
述
し
た
よ
う
に
『
日
本
外
史
』
が
多
く
の
読
者
に
迎
え
ら
れ
た
こ
と
で
明
ら
か
で
す
。

晨
園
の
手
紙
は
、
地
方
の
読
書
人
に
国
史
が
待
望
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
、
貴
重
な

史
料
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
了
） 


